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特 集 ／ 健 康 経 営 優 良 法 人 2 0 2 4 広 告 企 画 ・ 制 作 　 建 設 未 来 通 信 社 広 告 部

健 康 経 営 に 取 り 組 む 優 良 法 人 「 見 え る 化 」

　 「 健 康 経 営 」 と は 、 従 業 員 等 の 健康 管 理 を 経 営 的 な 視 点 で 考 え 、 戦略 的 に 実 践 す る こ と で 、 日 本 再 興 戦略 、 未 来 投 資 戦 略 に 位 置 づ け ら れた 「 国 民 の 健 康 寿 命 の 延 伸 」 に 関 する 取 り 組 み の １ つ 。 企 業 理 念 に 基 づい て 、 従 業 員 な ど へ の 健 康 投 資 を 行う こ と は 、 従 業 員 の 活 力 向 上 や 生 産性 の 向 上 等 の 組 織 の 活 性 化 を も た らし 、 結 果 的 に 業 績 向 上 や 株 価 向 上 につ な が る と 期 待 さ れ る 。　
健 康 経 営 優 良 法 人 ２ ０ ２ ４ の 中 小

規 模 法 人 部 門 に お け る 全 国 の 認 定 法人 は 、

2 4年 ３ 月

1 5日 時 点 で １ 万 ６ ７

３ ３ 法 人 （ 上 位 法 人 に は 「 ブ ラ イ ト５ ０ ０ 」 の 冠 を 付 加 ）  。　
こ の う ち 建 設 業 は 全 業 種 中 最 多 の

３ ８ ４ ８ 法 人 。 本 県 の 認 定 法 人 は ２９ ０ 法 人 で 、 こ の う ち 建 設 業 は １ １８ 法 人 と な っ て い る 。　
認 定 は 毎 年 行 わ れ 、 申 請 時 期 は 例

年 ８ 月 下 旬 ご ろ か ら と な っ て い る 。主 な 認 定 基 準 は ◇ 経 営 理 念 ◇ 組 織 体制 ◇ 制 度 ・ 施 策 実 行 ◇ 評 価 ・ 改 善◇ 法 令 遵 守 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト

－

で 、 定 期 健 診 受 診 率 や 受 動 喫 煙 対 策に 関 す る 取 り 組 み 、 健 康 づ く り 担 当者 の 設 置 な ど が 評 価 項 目 と さ れ て いる 。　
県 も 地 域 の 守 り 手 で あ る 建 設 業 の

担 い 手 を 確 保 ・ 育 成 す る た め 、 こ うし た 動 き に 反 応 し 、 最 新 の 格 付 に 反映 さ せ て い る 。

2 3・

2 4年 度 の 県 建 設

工 事 入 札 参 加 資 格 審 査 （ 格 付 ） 基 準で は 、 建 設 業 者 の 働 き 方 改 革 へ の 取り 組 み を 評 価 。 技 術 等 評 価 項 目 に 新規 で 追 加 さ れ た 『 働 き 方 改 革 』 に おい て 、 健 康 経 営 優 良 法 人 の 認 定 を 受け て い れ ば

2 0点 が 加 算 さ れ る 仕 組 み

と な っ て い る 。

【 申 請 状 況 】

健 康 経 営 優 良 法 人 2 0 2 4 （ 中 小 規 模 部 門 ） の 申 請 状 況

（ 令 和 6 年 3 月 1 5 日 時 点 ）

8 1 6

2 ,8 9 92 ,8 9 9
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9 ,4 0 39 ,4 0 3
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申 請 数 認 定 法 人 数

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 2 ,0 0 0

1 4 ,0 0 0

1 6 ,0 0 0

1 8 ,0 0 0

【 健 康 経 営 優 良 法 人 （ 中 小 規 模 法 人 部 門 ） の 申 請 ・ 認 定 状 況 の 推 移 】

3 9 7 3 1 8

優 良 法 人
2 0 1 6

優 良 法 人
2 0 1 7

優 良 法 人
2 0 1 8

優 良 法 人
2 0 1 9

優 良 法 人
2 0 2 0

優 良 法 人
2 0 2 1

優 良 法 人
2 0 2 2

優 良 法 人
2 0 2 3

令 和 5 年 8 月 2 1 日 か ら 1 0  月 2 0 日 の 期 間 で 申 請 受 付 を 実 施 。 前 回 の 1 . 2倍 を 超 え る 1 7 ,3 1 6 法 人 か ら 申 請 が あ り 、 1 6 ,7 3 3 法 人 が

認  定  さ  れ  ま  し  た  。 令 和 3 年  度  よ  り  創  設  し  た 「  ブ  ラ イ ト 5 0 0  」 へ  の  申  請 は 3 ,4 2 9 件 で し た 。

【 認 定 数 】

北 海 道
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宮 城

福 島新 潟
富 山
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埼 玉

東 京山 梨
千 葉

神 奈 川

群 馬

山 形

秋 田
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昨 年 度 比 上 昇 率    0 ～ 2 5 % 未 満

昨 年 度 比 上 昇 率  2 5 ～ 5 0 % 未 満

昨 年 度 比 上 昇 率  5 0 % 以 上

都 道 府 県 都 道 府 県 都 道 府 県 都 道 府 県

新 潟 県 2 7 6

富 山 県 1 3 7

石 川 県 1 7 4

群 馬 県 大 阪 府2 8 8

埼 玉 県 兵 庫 県3 3 4

千 葉 県 奈 良 県2 8 6

東 京 都 和 歌 山 県1, 1 5 6

神 奈 川 県 鳥 取 県4 4 9

高 知 県滋 賀 県2 9 0 1 1 6

栃 木 県 京 都 府 福 岡 県1 9 2 3 4 8

北 海 道 福 井 県 島 根 県 佐 賀 県6 1 4 1 2 0 1 4 2 9 8

青 森 県 山 梨 県 岡 山 県 長 崎 県1 6 6 4 6 6 1 1 9

岩 手 県 長 野 県 広 島 県 熊 本 県1 2 6 4 0 0 2 6 2

宮 城 県 岐 阜 県 山 口 県 大 分 県4 1 9 1 4 1 1 0 3

秋 田 県 静 岡 県 徳 島 県 宮 崎 県1 4 4 1 1 8 9 9

山 形 県 愛 知 県 香 川 県 鹿 児 島 県3 1 3 1 5 5 2 8 1

福 島 県

茨 城 県

三 重 県 愛 媛 県 沖 縄 県2 8 2

2 2 7

8 7

1 4 3

2 4 7

2 6 7

2 4 2

8 9 3

3 4 5

1 7 2

1 5 5

4 6 0

1 2 5

1 1 7

3 4 9

1 3 0

2 7 7

2 4 9

2, 0 4 6

7 2 8

1 7 1

1 0 5

1 0 1

2 2 0

3 4 6

1 1 1

5 5 2

3 5 3

5 7 6

1, 8 7 1

3 4 5

1 ,8 3 1

6 5 0

1 3 5

8 7

8 6

1 8 5

2 9 4

1 6 0

9 0

4 8 4

2 8 4

4 8 2

1 ,6 4 7

2 7 3 1 4 9

1 2 3

4 2 0

1 7 6

5 1 8

4 8 0

1 6 2

1 2 6

1 6 7

1 5 9 1 0 9

7 5

1 0 7

2 1 4

8 9

8 5

1 9 9

7 5

（ 令 和 6 年 3 月 1 5 日 時 点 ）

認 定 法 人 数

優 良 法 人
2 0 2 3

優 良 法 人
2 0 2 4

認 定 法 人 数

優 良 法 人
2 0 2 3

優 良 法 人
2 0 2 4

認 定 法 人 数

優 良 法 人
2 0 2 3

優 良 法 人
2 0 2 4

認 定 法 人 数

優 良 法 人
2 0 2 3

優 良 法 人
2 0 2 4

健 康 経 営 優 良 法 人 2 0 2 4 （ 中 小 規 模 部 門 ） の 都 道 府 県 別 の 認 定 数

「 健 康 経 営 優 良 法 人 認 定 制 度 」 と は
　 優 良 な 健 康 経 営 を 実 践 し て い る 企 業 な ど を 「 健 康 経 営 優 良 法 人 」 と し て 顕 彰 す る 制 度 。

2 0 1 6 年 度 に 経 済 産 業 省 が 創 設 。 優 良 な 健 康 経 営 に 取 り 組 む 法 人 を 見 え る 化 す る こ と で 、 従

業 員 や 求 職 者 、 自 治 体 や 金 融 機 関 な ど か ら 「 従 業 員 の 健 康 管 理 を 経 営 的 な 視 点 で 考 え 、 戦

略 的 に 取 り 組 ん で い る 企 業 」 と し て 社 会 的 に 評 価 を 受 け る こ と が で き 、「 健 康 経 営 優 良 法 人 」

ロ ゴ マ ー ク の 使 用 も 可 能 と な る 。 大 規 模 の 企 業 を 対 象 と し た 「 大 規 模 法 人 部 門 」 と 、 中 小

規 模 の 企 業 を 対 象 と し た 「 中 小 規 模 法 人 部 門 」 の 2 つ の 部 門 が 設 け ら れ て い る 。

企 業 へ の 効 果

経 営 課 題 解 決 に 向 け た

基 礎 体 力 の 向 上

組 織 の 活 性 化

生 産 性 の 向 上

イ ノ ベ ー シ ョ ン の

厳 選 の 獲 得 ・ 拡 大

企 業 の

成 長 ポ テ ン シ ャ ル

の 向 上
優 秀 な 人 材 の 獲 得

人 材 の 定 着 率 の 向 上

▲

 国 民 の 健 康 増 進

▲

 経 済 成 長

▲

 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度
　 構 築 へ の 貢 献

従 業 員 の

健 康 増 進 ・ 活 力 向 上

人 的 資 本 に 対 す る 投 資

（ 従 業 員 へ の 健 康 投 資 ） 社 会 へ の 効 果

企 業 理 念 （ 長 期 的 な ビ ジ ョ ン に 基 づ い た 経 営 ）

企 業 へ の 還 元

業 績 向 上

企 業 価 値 向 上

　 本 年 4 月 か ら 適 用 さ れ た 建 設 業 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 、 い わ ゆ る 2 0 2 4 年 問 題 へ

の 対 応 は も と よ り 、 将 来 の 担 い 手 確 保 の た め に も 、 魅 力 的 な 職 場 環 境 づ く り や 生

産 性 の 向 上 な ど 、 働 き 方 改 革 を よ り 一 層 進 め て い く こ と が 重 要 で す 。

　 こ の た め 、 県 で は 、 県 発 注 工 事 に お け る 週 休 2 日 制 工 事 の 義 務 化 や 、 適 正 な 予 定

価 格 と 工 期 の 設 定 、 建 設 プ ロ セ ス 全 体 で の Ｄ Ｘ 化 等 を 進 め る ほ か 、 茨 城 労 働 局 や

業 界 団 体 等 と 連 携 し た 民 間 発 注 者 へ の 周 知 啓 発 や 、 市 町 村 へ の 週 休 2 日 制 工 事 等 の

働 き か け な ど 様 々 な 取 組 を 行 っ て お り ま す 。

　 こ う し た 取 組 の 一 つ と し て 、 令 和 5  ・ 6 年 度 の 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 審 査 に お い

て は 、 働 き 方 改 革 に 取 り 組 む 建 設 業 者 へ の イ ン セ ン テ ィ ブ の た め 、 健 康 経 営 優 良

法 人 の 認 定 を 加 点 対 象 と し た と こ ろ で す 。 県 と し て は 、 従 業 員 の 健 康 保 持  ・  増 進

に 取 り 組 み 、 特 に 優 良 な 健 康 経 営 を 実 践 し て い る 健 康 経 営 優 良 法 人 へ の 評 価 を 行

う こ と に よ り 、 本 県 建 設 業 者 の 働 き 方 改 革 を 引 き 続 き 積 極 的 に 支 援 し て ま い り た

い と 考 え て お り ま す 。

働 き 方 改 革 に 向 け た 建 設 業 者 の
健 康 経 営 優 良 法 人 の 認 定 に つ い て

県 土 木 部 監 理 課 長 　 植 田 　 朋 弘

健 康 経 営 で 生 産 性 向 上

【 認 定 要 件 】

健 康 経 営 優 良 法 人 2 0 2 4 （ 中 小 規 模 法 人 部 門 ） 認 定 要 件

大 項 目 中 項 目 小 項 目 評 価 項 目 認 定 要 件

１ ． 経 営 理 念 （ 経 営 者 の 自 覚 ） 健 康 宣 言 の 社 内 外 へ の 発 信 及 び 経 営 者 自 身 の 健 診 受 診 必 須

２ ． 組 織 体 制
健 康 づ く り 担 当 者 の 設 置 必 須

（ 求 め に 応 じ て ） 4 0 歳 以 上 の 従 業 員 の 健 診 デ ー タ の 提 供 必 須

３ ． 制 度 ・ 施 策 実 行

（ 1 ） 従 業 員 の

健 康 課 題 の 把 握 と

必 要 な 対 策 の 検 討

健 康 課 題 に 基 づ い た

具 体 的 な 目 標 の 設 定
健 康 経 営 の 具 体 的 な 推 進 計 画 必 須

健 康 課 題 の 把 握

① 定 期 健 診 受 診 率 （ 実 質 1 0 0 ％ ）
左 記 ① ～ ③ の

う ち  

2 項 目 以 上
ブ ラ イ ト ５ ０ ０ は 左 記 ① ～ ⑮ の う ち

1 3項 目 以 上

② 受 診 勧 奨 の 取 り 組 み

③ 5 0 人 未 満 の 事 業 場 に お け る ス ト レ ス チ ェ ッ ク の 実 施

（ 2 ） 健 康 経 営 の

実 践 に 向 け た

土 台 づ く り

ヘ ル ス リ テ ラ シ ー の 向 上 ④ 管 理 職 又 は 従 業 員 に 対 す る 教 育 機 会 の 設 定

左 記 ④ ～ ⑦ の

う ち  

１ 項 目 以 上

ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス の 推 進 ⑤ 適 切 な 働 き 方 実 現 に 向 け た 取 り 組 み

職 場 の 活 性 化 ⑥ コ ミ ュ ニ ケ － シ ョ ン の 促 進 に 向 け た 取 り 組 み

仕 事 と 治 療 の 両 立 支 援 ⑦ 私 病 等 に 関 す る 両 立 支 援 の 取 り 組 み （ ⑬ 以 外 ）

（ 3 ） 従 業 員 の 心 と

身 体 の 健 康 づ く り に

関 す る 具 体 的 対 策

具 体 的 な 健 康 保 持 ・ 増 進 施 策

⑧ 保 健 指 導 の 実 施 ま た は 特 定 保 健 指 導 実 施 機 会 の 提 供 に 関 す る 取 り 組 み

左 記 ⑧ ～ ⑮ の

う ち  

４ 項 目 以 上

⑨ 食 生 活 の 改 善 に 向 け た 取 り 組 み

⑩ 運 動 機 会 の 増 進 に 向 け た 取 り 組 み

⑪ 女 性 の 健 康 保 持 ・ 増 進 に 向 け た 取 り 組 み

⑫ ⾧ 時 間 労 働 者 へ の 対 応 に 関 す る 取 り 組 み

⑬ メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 者 へ の 対 応 に 関 す る 取 り 組 み

感 染 症 予 防 対 策 ⑭ 感 染 症 予 防 に 関 す る 取 り 組 み

喫 煙 対 策
⑮ 喫 煙 率 低 下 に 向 け た 取 り 組 み

受 動 喫 煙 対 策 に 関 す る 取 り 組 み 必 須

４ ． 評 価 ・ 改 善 健 康 経 営 の 取 り 組 み に 対 す る 評 価 ・ 改 善 必 須

５ ． 法 令 遵 守 ・ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト （ 自 主 申 告 ）
       ※ 誓 約 書 参 照

定 期 健 診 を 実 施 し て い る こ と 、 5 0 人 以 上 の 事 業 場 に お い て ス ト レ ス チ ェ ッ ク

を 実 施 し て い る こ と 、 労 働 基 準 法 ま た は 労 働 安 全 衛 生 法 に 係 る 違 反 に よ り 送

検 さ れ て い な い こ と 、 等

必 須

　
４ 月 か ら 建 設 業 に も 罰 則 付 き の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 が 適 用 さ れ 、 受

発 注 者 と も に い わ ゆ る 「 ２ ０ ２ ４ 年 問 題 」 へ の 対 応 に 追 わ れ て い る 。 深刻 な 担 い 手 不 足 が 続 く 中 、 建 設 業 が 選 ば れ る に は 、 根 本 的 な 働 き 方 改革 に 取 り 組 む 必 要 が あ る だ ろ う 。  「 健 康 経 営 優 良 法 人 」 認 定 制 度 は 、 経済 産 業 省 が 音 頭 を と り 、 積 極 的 な 健 康 活 動 に 取 り 組 む 企 業 を 顕 彰 す る 制度 。 い わ ば 行 政 か ら ホ ワ イ ト 企 業 と し て の “ お 墨 付 き ” を も ら う こ と がで き る 。 中 小 企 業 で も 認 定 が 受 け ら れ 、 県 の 格 付 で も 評 価 対 象 と し て 採用 さ れ て お り 、 に わ か に 注 目 が 集 ま っ て い る 。



（ 3 ） 2 0 2 4  年 （ 令 和  6  年 ）7  月  3  日 　 水 曜 日

代 表 取 締 役 　 大 和 田 　 久 　 進

〒 3 1 5 － 0 0 3 7 　 茨 城 県 石 岡 市 東 石 岡  2 － 5 － 7

T E L 0 2 9 9 － 2 6 － 2 0 7 4

F A X 0 2 9 9 － 2 6 － 3 1 7 2

代 表 取 締 役  中 　 村 　 友 　 裕
本 　 　 　 　 社 　 〒 3 0 6 ‒ 0 1 0 6 　 茨 城 県 古 河 市 北 間 中 橋  1 7 7 ‒ 1 5

　 　 　 　 　 　 　 T E L： 0 2 8 0 ‒ 7 6 ‒ 2 2 6 8 　 F A X ： 0 2 8 0 ‒ 7 6 ‒ 7 5 6 2

八 千 代 営 業 所 　 〒 3 0 0 ‒ 3 5 5 5 　 茨 城 県 八 千 代 町 芦 ケ 谷  1 9 9 4

　 　 　 　 　 　 　 T E L： 0 2 9 6 ‒ 4 9 ‒ 2 4 8 7 　 F A X ： 0 2 9 6 ‒ 4 9 ‒ 2 4 8 7

有 限 会 社 中 村 建 材
特 　 定 　 建 　 設 　 業

代 表 取 締 役   森 　 　 　 寛 　 樹

〒 3 0 8 － 0 1 2 7 　 茨 城 県 筑 西 市 関 本 下 4 6 － 1

T E L 0 2 9 6 － 3 7 － 6 2 2 7

F A X 0 2 9 6 － 3 7 － 6 0 1 0

森 建 設 株 式 会 社

代 表 取 締 役 　 福 　 田 　 良 　 成

〒 3 0 0 － 3 2 5 7

茨 城 県 つ く ば 市 筑 穂  1 － 1 6 － 7 Y K  ハ ウ ス 花 畑  1 0 2  号

T E L 0 2 9 － 8 7 5 － 9 6 0 0 　 F A X 0 2 9 － 8 7 5 － 9 6 1 0

株 式 会 社 つ く ば 緑 師

代 表 取 締 役   仲 　 川 　 　 　 孝

〒 3 0 8 － 0 1 0 1 　 茨 城 県 筑 西 市 井 上 1 3 5 6

T E L 0 2 9 6 － 3 7 － 3 7 5 3

F A X 0 2 9 6 － 3 7 － 6 8 8 6

株 式 会 社 　 仲 川 建 設
特 定 建 設 業

代 表 取 締 役 　 堀 　 江 　 新 　 一

〒 3 0 8 － 0 8 4 7 　 茨 城 県 筑 西 市 玉 戸  1 0 8 0

T E L 0 2 9 6 － 2 8 － 1 0 3 3

F A X 0 2 9 6 － 2 8 － 2 4 0 1

総 合 建 設 業

堀 江 産 業 株 式 会 社

〒 3 0 0 － 2 6 41 　 茨 城 県 つ く ば 市 今 鹿 島 １ ９ ７ ７ 番 地
Ｔ Ｅ Ｌ ： 0 2 9 － 8 4 7 － 3 3 5 5 　 Ｆ Ａ Ｘ ： 0 2 9 － 8 4 7 － 3 5 61
e － m ail ：ts ui z a ki- c o nst @ g o1. c o m
Ｕ Ｒ Ｌ ： htt ps://ts ui z a ki- k o g y o. c o m/

特 定 建 設 業

株 式 会 社 対 崎 工 業
代 表 取 締 役 　 對 　 﨑 　 寛

地 域 に 貢 献 で き る 建 設 産 業 を 目 指 す

〒 � � � - � � � �   茨 城 県 龍 ケ 崎 市 馴 馬 町 � � � � -�

T E L  � � � � - � �- � � � � 　 F A X  � � � � - � � - � � � �

代 表 取 締 役 社 長 　 金 　 子 　 友 　 喜

〒 3 0 0 － 2 6 2 2 　 茨 城 県 つ く ば 市 要  2 4 4 － 2 4

T E L 0 2 9 － 8 6 9 － 7 1 8 8 　 F A X 0 2 9 － 8 6 9 － 7 7 1 0

w w w. p alt s u k u b a.j p

代 表 理 事 　 佐 　 藤 　 敬 　 治

〒 3 0 5 － 0 0 2 3 　 茨 城 県 つ く ば 市 上 ノ 室  2 0 5 3 － 2

T E L 0 2 9 － 8 3 6 － 5 7 7 2 　 F A X  0 2 9 － 8 3 6 － 5 7 7 3

U R L h t t p: / / w w w 7. pl al a. o r.j p / ti k u n a n n s o g o /

特 定 建 設 業

筑 南 総 合 建 設 協 同 組 合

代 表 取 締 役 　 澤 　 畠 　 弘 　 樹

〒 3 1 9- 1 1 0 6 茨 城 県 那 珂 郡 東 海 村 白 方  5 3 8- 2
　 　  電 話 ( 0 2 9) 2 8 2- 2 6 2 6
　 　  F A X ( 0 2 9) 2 8 2- 2 7 4 2
 E  -m ail: s o u m u @t o k o k e n s et s u.j p

株 式 会 社  根 本 工 業
総 合 建 設 業

代 表 取 締 役 　 根 　 本 　 忠 　 志

〒 3 0 4 － 0 0 3 1 　 茨 城 県 下 妻 市 高 道 祖  2 7 4 8 － 2

T E L 0 2 9 6 － 4 3 － 7 0 2 2

F A X 0 2 9 6 － 4 3 － 7 1 8 9

代 表 取 締 役 　 柳 　 田 　 洋 　 一

〒 3 1 1 － 3 1 0 7

茨 城 県 東 茨 城 郡 茨 城 町 小 鶴  1 3 5 7 － 3

T E L 　 0 2 9 － 2 9 2 － 6 1 0 3

F A X 　 0 2 9 － 2 9 2 － 9 2 9 4

総 合 建 設 業 （ 特- 6 2 1 8 ）

本 社 　 茨 城 県 日 立 市 多 賀 町 二 丁 目 1 0 番 7 号

　 　 　 T E L 0 2 9 4 － 3 6 － 1 6 8 1 　 F A X 0 2 9 4 － 3 2 － 0 2 4 8

代 表 取 締 役 　 岡 部 英 明

代 表 取 締 役   倉 　 田 　 進 　 一

〒 3 0 0 － 2 7 0 7 　 茨 城 県 常 総 市 本 石 下  4 1

T E L 0 2 9 7 － 4 2 － 3 4 0 9

F A X 0 2 9 7 － 4 2 － 8 6 0 6

倉 田 建 材 有 限 会 社

代 表 取 締 役 　 田 　 﨑 　 広 　 海

〒 3 0 0 － 1 2 5 8 　 茨 城 県 つ く ば 市 六 斗  1 0 2 3 － 1

T E L 0 2 9 － 8 9 3 － 4 6 7 7 　 F A X 0 2 9 － 8 9 3 － 4 6 7 8

htt p s: / / k k-t a s a ki. c o.j p /

地 域 の 未 来 を 建 設 し 、 必 要 と さ れ る 会 社 を 目 指 す

総 合 建 設 業

株 式 会 社  田 﨑

～ 自 然 と 人 を 考 え 、 そ し て 、 地 域 へ ～

代 表 取 締 役 社 長 梅 　 原 　 基 　 弘

Ｔ Ｅ Ｌ ０ ２ ９ ４ － ７ ４ － ２ １ ６ ６

h t t p s: / / w w w. u m e h a r a - k. c o.j p

茨 城 県 常 陸 太 田 市 小 目 町 ５ １ ７本 　 社 ：

関 東 道 路 株 式 会 社

本 社 ・ 工 場 　 〒 3 0 8 － 0 8 5 5 　 茨 城 県 筑 西 市 下 川 島 6 3 5

　 　 　 　 　 　 　 T E L. 0 2 9 6 － 3 4 － 1 2 1 1 　 F A X. 0 2 9 6 － 3 4 － 1 2 1 2

U R L 　  h t t p s: / / w w w. k a n t o- d o r o. c o.j p

代 表 取 締 役 　 武 　 藤 　 正 　 浩

本 社 　 〒 3 1 0 - 0 9 0 3 　 水 戸 市 堀 町 1 1 0 8 - 8

T E L. 0 2 9 - 3 5 0 - 7 8 0 1

F A X. 0 2 9 - 3 5 0 - 7 2 2 2

E - m ail i nf o @ mit o - a ki y a m a.j p

渡 里 事 業 所 / 水 戸 市 渡 里 町 1 1 9 9

い い 人 作 り と い い 物 造 り の 共 鳴

代 表 取 締 役 　 河 　 野 　 　 　 武

〒 3 1 9 － 1 1 1 7 　 茨 城 県 那 珂 郡 東 海 村 東 海  2 － 1 － 1 9

T E L 0 2 9 － 2 8 2 － 1 3 3 3

F A X 0 2 9 － 2 8 3 － 1 3 6 3

総 合 建 設 業

株 式
会 社  

〒 3 0 0 － 0 3 3 1

茨 城 県 稲 敷 郡 阿 見 町 阿 見 4 6 6 6 － 3 0 8 4

T E L 0 2 9 － 8 8 7 － 4 8 3 4

F A X 0 2 9 － 8 8 8 － 2 8 5 7

代 表 取 締 役 　 杉 　 原 　 栄 　 司

株 式 会 社 杉 原 建 設
特 定 建 設 業

代 表 取 締 役 　 飯 　 山 　 真 一 郎

本 　 　 　 社 　 〒 3 0 0 ‒ 1 2 3 3 　 茨 城 県 牛 久 市 栄 町  6  丁 目  9  番 地

　 　 　 　 　 　 T E L 0 2 9 ‒ 8 7 2 ‒ 9 1 4 1 ㈹ ・ F A X 0 2 9 ‒ 8 7 4 ‒ 0 8 9 3

つ く ば 支 店 　 〒 3 0 5 ‒ 0 0 6 4 　 茨 城 県 つ く ば 市 梶 内  5 7 7 ‒ 4

　 　 　 　 　 　 T E L 0 2 9 ‒ 8 3 6 ‒ 5 7 7 1 ㈹ ・ F A X 0 2 9 ‒ 8 3 6 ‒ 5 7 7 3 　

ア ー ス テ ッ ク 株 式 会 社

特 定 建 設 業

代 表 取 締 役   苅 　 部 　 好 　 美

〒 3 0 4 － 0 8 1 6 　 茨 城 県 下 妻 市 原  8 6 3 － 1

T E L 0 2 9 6 － 4 3 － 5 2 2 2 　 F A X 0 2 9 6 － 4 4 － 6 9 9 1

有 限 会 社  苅 部 建 設

代 表 取 締 役 　 飯 　 田 　 竹 　 世

〒 3 0 0 － 1 5 1 2 　 茨 城 県 取 手 市 藤 代  3 5 7 － 8

T E L 0 2 9 7 － 8 3 － 5 1 1 5

F A X 0 2 9 7 － 8 3 － 3 3 0 0

地 域 に 貢 献 す る

®

【 支 援 策 】

イ ン セ ン テ ィ ブ （ 補 助 金 ・ 優 遇 措 置 な ど ）

  会 社 を 元 気 に す る

　      「 健 康 経 営 優 良 法 人 2 0 2 4 」 認 定 法 人

※ フ ィ ー ド バ ッ ク シ ー ト は 健 康 経 営 優 良 法 人 2 0 2 4 （ 中 小 規 模 法 人 ） ブ ラ イ ト 5 0 0 申 請 法 人 に の み 送 付

健 康 経 営 優 良 法 人
認 定 申 請 書

（ 申 請 受 付 ）

請 求 書 送 付

振 込
期 間

内 定

健 康 経 営 優 良
法 人 の 発 表

評 価 結 果 送 付

フ ィ ー ド バ ッ ク シ ー ト 送 付 ※

地 域 の 取 り 組 み

茨 城 県
い ば ら き 健 康 経 営 推 進 事 業 所 認 定

制 度

茨 城 県 い ば ら き 健 康 経 営 優 良 事 業 所 表 彰

茨 城 県 茨 城 県 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 審 査

日 立 市 働 き や す い 環 境 づ く り 支 援 事 業 補 助

日 立 市 働 き 方 改 革 モ デ ル 企 業 奨 励 金

常 陽 銀 行 常 陽 健 康 経 営 サ ポ ー ト ロ ー ン

筑 波 銀 行
地 域 復 興 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト 「 あ ゆ み

『 振 興 支 援 ロ ー ン 』 」 の 金 利 割 引

日 本 政 策 金 融 公 庫 中 小 企 業 事 業 の 融 資 制 度

ご 利 用 い た だ け る 方
健 康 経 営 優 良 法 人 の 認 定 を 受 け て い る 方
（ 効 力 を 有 す る 認 定 に 限 る ）

資 金 使 途
働 き 方 改 革 実 現 計 画 を 実 施 す る た め に 必 要 な 設 備 資 金 お よ び
運 転 資 金

融 資 限 度 額 7 億 2 千 万 円

利 率

2 億 7 千 万 円 ま で  
特 別 利 率 ①  
ホ ワ イ ト 5 0 0 ま た は ブ ラ イ ト 5 0 0 の 認 定 を 受 け て い る 方 は  
特 別 利 率 ②

貸 付 期 間
設 備 資 金 　 2 0 年 以 内 （ う ち 据 置 期 間 2 年 以 内 ）  
運 転 資 金 　 7 年 以 内 （ う ち 据 置 期 間 2 年 以 内 ）

そ の 他 の 国 の 支 援 策

法 務 省 出 入 国 在 留
管 理 庁

「 在 留 資 格 審 査 手 続 き の 簡 素 化 」  
我 が 国 に 入 国 を 希 望 す る 外 国 人 の 在 留 資 格 審 査 に お い て 、 在
留 資 格 に 係 る 申 請 の 提 出 資 料 の 「 カ テ ゴ リ ー 1 　 一 定 の 条 件
を 満 た す 企 業 等 」 と し て 健 康 経 営 優 良 法 人 の 認 定 取 得 が 認 め
ら れ 、 手 続 き の 簡 素 化 が 可 能

厚 生 労 働 省 公 共 職 業
安 定 所

健 康 経 営 優 良 法 人 認 定 取 得 を ハ ロ ー ワ ー ク の 求 人 票 に 記 入 が
可 能

宣 言
実 践

申 請
認 定

認 定 !!

保 険 者 の 「 健 康 宣 言 事 業 」 に 参

加 し ま し ょ う 。 加 入 保 険 者 へ

連 絡 し 、 健 康 宣 言 事 業 へ の 参

加 方 法 等 を 確 認 し て み て く だ

さ い 。

お 手 持 ち の 保 険 証 の 下 部 に 保

険 者 名 称 や 保 険 者 番 号 、 連 絡

先 の 記 載 が あ り ま す 。

自 社 の 経 営 理 念 に 合 わ せ 、 従

業 員 の 活 力 や 組 織 の 活 性 化 に

つ な が る よ う 戦 略 的 に 健 康 投

資 を し ま す 。 継 続 で き る 組 織

体 制 や 専 門 家 の 視 点 も 重 要 で

す 。 保 険 者 や 自 治 体 、 経 済 団 体

等 の 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク を 積 極

的 に 活 用 し ま し ょ う 。

申 請 期 間 に 開 設 さ れ た 申 請 ペ ー

ジ か ら 、 申 請 書 を ダ ウ ン ロ ー ド し

ま  す  。 入  力  後  、 申  請  書  を  ア  ッ  プ

ロ ー ド す れ ば 申 請 完 了 で す 。

※ 申 請 内 容 の 詳 細 が わ か る 説 明

書 類 に つ い て 、 申 請 時 の 提 出 は

不 要 で す が 、 い つ で も 提 出 で き

る よ う 用 意 が 必 要 で す 。 ま た 、2

年 間 は 説 明 書 類 を 保 存 し て お い

て く だ  さ  い  。

認 定 ま で は

4 s t e p

【 健 康 経 営 優 良 法 人 認 定 ま で の ス テ ッ プ 】

【 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル 】
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